
厚生労働省委託事業 

平成 23 年度通年雇用促進支援事業 

  

 

 

 

 

対 象 者  

１．富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村にお住まいの方で、当該地域に住民登録をしている方 

２．平成 22 年度又は 23 年度に「雇用保険特例受給資格」を得た方（現在雇用保険の一般被保険者は除く） 

３．通年雇用を目指し資格を取得しようとする方（当協議会まで事前に相談および承認が必要となります） 

助 成 額  

 指定教育訓練（大型・大型特殊・大型二種免許、中型・中型二種免許、けん引、ホームヘルパー2 級等）機関

に支払った入学料・受講料などの 7 割（１０万円限度）を助成します。 

手 続 き  

 

  

【申請に係る必要書類】①平成 22 年度または平成 23 年度の雇用保険特例受給資格者証 

               ②印鑑 ③運転免許証もしくは住民票  

④受講日、受講料がわかるパンフレット等 

 

 

  

 

  

【申請に係る必要書類】①資格証、免許証などの資格取得証明書 ②印鑑 

 ※資格取得後１ヶ月以内又は平成２４年３月２０日のいずれか早い日までに申請（期限厳守） 

 

 

 

★留意事項…対象ならない場合や予算等の関係で受理出来ない場合もございますので、まずは 

下記までお問い合わせください 

申請窓口・お問い合わせ先  

富良野広域圏通年雇用促進協議会 
■所在地／富良野市役所商工観光室内 富良野弥生町 1 番 1 号  

■Tel 0167-39-2312 Fax 0167-23-212３ 

■ご利用時間／〈月～金〉午前８時３０分～午後 5 時１５分  

■担当 佐藤・菊地  

■HP：富良野広域圏通年雇用 検 索 → 最新の投稿 

*お問い合わせ* 
 

富良野広域圏通年雇用促進協議会 
事務局：富良野市役所商工観光室内 富良野弥生町 1 番 1 号 

Tel 0167-39-2312 Fax 0167-23-2123 

http://www.city.furano.hokkaido.jp/  

→産業・雇用・農業→通年雇用促進支援事業 

もしくは富良野広域圏通年雇用 検索 → 最新の投稿にてセミナー

等の最新情報をご覧いただけます。 

*お問い合わせ* 
 

富良野広域圏通年雇用促進協議会 
事務局：富良野市役所商工観光室内 富良野弥生町 1 番 1 号 

Tel 0167-39-2312 Fax 0167-23-2123 

http://www.city.furano.hokkaido.jp/  

→産業・雇用・農業→通年雇用促進支援事業 

*お問い合わせ* 
 

富良野広域圏通年雇用促進協議会 
事務局：富良野市役所商工観光室内 富良野弥生町 1 番 1 号 

Tel 0167-39-2312 Fax 0167-23-2123 

http://www.city.furano.hokkaido.jp/  

→産業・雇用・農業→通年雇用促進支援事業 

１ 免許・資格取得について相談後、1 回目の申請（受講に係る承認申請） 

３ 免許・資格取得後２回目の申請（助成金に係る交付申請） 

2 回目の申請後、指定口座に振込 

２ 協議会の承認後、講習・訓練の受講 

季節労働者の方へ 

４ 協議会の承認後、指定口座へ振込み 

2 回目の申請後、指定口座に振込 

http://www.city.furano.hokkaido.jp/
http://www.city.furano.hokkaido.jp/
http://www.city.furano.hokkaido.jp/

